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防
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に
係
る
防
衛
省
と
民
間
会
社
の
関
係
に
関
す
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自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
対
策
に
係
る
防
衛
省
と
民
間
会
社
の
関
係
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
四
四
号
）
で
は
、
「
防
衛
省
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
よ
り
前
は
防
衛
庁
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
か
ら
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
役
務
を
株
式
会
社
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
委
託
し
、
同
年
七
月
か
ら
健
康
相
談
、
法
律
相
談
等
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
以
外
に
関
す
る
相
談
事
業
等
を
防
衛

省
共
済
組
合
か
ら
同
社
に
委
託
し
、
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
は
、
防
衛
省
共
済
組
合
に
お
い
て
一
元
的
に
同
社
に
委
託
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
お
り
、
防
衛
省
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
の
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

役
務
を
含
む
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
は
株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
（
以
下
、
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
一
元
的

に
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
に
自
衛
隊
法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
川
芳

夫
航
空
自
衛
隊
防
空
指
揮
群
司
令
が
再
就
職
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
者
の
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
の
再
就

職
が
決
ま
っ
た
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
防
衛
省
職
員
等
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
電
話
及
び
面
接
に
よ

る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
役
務
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
が
落
札
し
た
と
の
こ
と

一



で
あ
る
が
、
右
の
入
札
価
格
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
の
一
般
競
争
入
札
に
は
、
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
以
外
に
何
社
が
参
加
し
て
い
た
か
。

四

二
の
一
般
競
争
入
札
を
行
う
際
に
、
入
札
に
参
加
す
る
企
業
が
防
衛
省
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
役
務
に

資
す
る
か
否
か
を
確
か
め
る
べ
く
、
何
ら
か
の
審
査
を
行
い
、
そ
の
上
で
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
与
え
る
等
の
手
続
は
と

ら
れ
た
か
。

五

「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
に
は
自
衛
隊
員
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
行
え
る
専
門
家
が
配
置
さ
れ
て
い

る
の
か
、
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
の
委
託
は
真
に
自
殺
防
止
に
資
す
る
も
の
か
と
の
問
い
に
対
し
、
「
前
回
答
弁
書
」

で
は
「
防
衛
省
と
し
て
は
、
自
殺
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
は
、
心
の
悩
み
の
み
な
ら
ず
、
健
康
、
借
財
、
家
族
等
に
関
す
る

悩
み
に
つ
い
て
も
解
消
し
、
又
は
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
電
話
相
談
窓
口

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
に
つ
い
て
専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
利
用
者
も
増
加
し
て
い
る
と

承
知
し
て
い
る
。
」
と
、
不
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
で
い
う
「
専
門
家
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
職

種
の
者
を
指
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

自
衛
隊
員
を
含
む
防
衛
省
職
員
に
よ
る
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
の
電
話
相
談
は
年
間
何
件
行
わ
れ
て
い
る
か
。

二



「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
の
委
託
が
行
わ
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
年
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
防
衛
省
及
び
防
衛
省
共
済
組
合
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
金
額
に
つ
い

て
、
「
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
防
衛
省
か
ら
約
八
十
万
円
、
防
衛
省
共
済
組
合
か
ら
約
二
千
五
百
万
円
、
平
成
十
七

年
度
、
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
防
衛
省
共
済
組
合
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
約
五
千
万
円
で
あ
る
。
」
と

の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
支
払
金
額
は
ど
の
様
に
し
て
決
め
ら
れ
た
か
、
そ
の
根
拠
を
説
明
さ
れ
た
い
。

八

「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
の
委
託
は
、
七
の
金
額
に
見
合
う
だ
け
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
現
実
に
、
自
衛
隊
員
の

自
殺
者
数
は
国
家
公
務
員
の
中
で
も
飛
び
抜
け
て
多
い
が
、
防
衛
省
の
見
解
如
何
。

九

「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
へ
の
委
託
が
決
定
す
る
際
に
、
二
の
入
札
価
格
の
他
に
、
一
の
防
衛
省
職
員
の
再
就
職
が
何
ら

か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


